
危険運転致死傷罪
【第２条】
① アルコール又は薬物の影響により正常な運転が
困難な状態で自動車を走行させる行為

② その進行を制御することが困難な高速度で自動
車を走行させる行為

③ その進行を制御する技能を有しないで自動車を
走行させる行為

④ 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自
動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に
著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさ
せる速度で自動車を運転する行為

⑤ 車の通行を妨害する目的で、走行中の車の前方
で停止し、その他これに著しく接近することとな
る方法で自動車を運転する行為

⑥ 高速自動車国道又は自動車専用道路において、
自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車
の前方で停止し、その他これに著しく接近するこ
ととなる方法で自動車を運転することにより、走
行中の自動車に停止又は徐行をさせる行為

⑦ 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視
し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で
自動車を運転する行為

⑧ 通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危
険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

【第３条】
① アルコール又は薬物の影響により、その走行中
に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、
自動車を運転

② 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気
として政令で定めるものの影響により、その走行
中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態
で、自動車を運転

死傷事故 死傷事故

死 亡 事 故

１年以上20年以下の拘禁刑
無免許運転の場合でも同じ法定刑
（１年以上の有期拘禁刑）

負 傷 事 故

15年以下の拘禁刑
上記③の場合を除き、無免許運転の場合
は６月以上20年以下の拘禁刑
（６月以上の有期拘禁刑）

死 亡 事 故

15年以下の拘禁刑
無免許運転の場合は、６月以上20年以下
の拘禁刑
（６月以上の有期拘禁刑）

負 傷 事 故

12年以下の拘禁刑
無免許運転の場合は15年以下の拘禁刑


